
施設基準について 

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

また、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生（支）局に届出を行っています。 

 

（１） 管理者の氏名：田島 義久 

（２） 診療日：月曜日～日曜日 

（３） 診療時間：9:00～13:00、15:00～21:00（最終受付 20:00） 

 

個人情報保護 

当院では、患者さんの個人情報保護に努めています。問診票、診療録、検査記録等の個人情報は、診療および医院運営管理に関する事項以外

には使用いたしません。 

歯科疾患管理料 

当院では、患者様と協力してお口の病気の継続的管理に努めています 

歯科初診料の注 1 に規定する基準 

当院では、院内感染防止対策に十分な体制を整備し、感染対策に必要な機器を備えています。また、感染防止対策に関する研修を修了した歯

科医師およびスタッフを配置しています。 

オンライン資格確認による医療情報の取得 

当院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。 

患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。 

クラウン・ブリッジの維持管理 

装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、２年間の維持管理を行っています。 

CAD/CAM 冠及び CAD/CAM インレー 

CAD/CAM と呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー（かぶせ物、詰め物）を用いて治療を行ってい

ます。 

外来後発医薬品使用体制 1/薬剤の一般名処方 1・2 

当院では後発医薬品の使用を推進し、医薬品の品質や安全性、安定供給体制等の情報収集や評価を踏まえて、処方薬を変更することがありま

す。医薬品の供給状況を踏まえながら適切な処方を行う体制を整備しています。医薬品の供給不足等が発生した場合には、処方内容の変更等

について十分な説明を行い、適切に対応いたします。 

また、安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品（後発医薬品含む）も調剤可能な「一般名処

方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。 

電子的診療情報連携体制整備加算１ 

当院では、オンライン資格確認等システムを活用し、患者さんの診療情報、薬剤情報等を取得・活用して診療を行っています。また、電子処

方箋および医療 DX（診療情報共有サービス）の活用により、安全で質の高い医療の提供に努めています。 

また、当院では診療内容の透明化および患者さんへの情報提供を推進する観点から、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行

しています。 

3 次元プリント有床義歯  

当院では、厚生労働省が定める施設基準を満たし、3D プリンターを活用した有床義歯の製作に対応しています。 

歯科技工所ベースアップ支援料Ⅰ 

当院では、質の高い技工物を安定して患者さんへお届けできるよう、提携する歯科技工所のベースアップ（処遇改善）を支援する取り組みを

行っています。 

歯科外来・在宅ベースアップ評価料 1 

当院では、医療従事者の賃金改善を実施するための体制を整備し、歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）を算定しています。 


